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第６回高岡市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和６年 10 月４日（金） 午後１時 25分から２時 15 分 

 

２ 開催場所 高岡市役所 803 会議室 

 

３ 委員定数 18 人 

 

４ 出席委員数（15 人） 

 

1番  篠原 誠一郎    ３番 石黒 昇     

４番 杉山 逸郎     ５番 𠮷田 重成  

６番 寺嶋 哲        ７番  石王 純子 

８番 山崎 明夫     ９番  山田 元德       

            １１番 向井 正弘      １４番  川渕 順正    

    １５番 常木 準    １６番 矢後 暁二    

１７番 浦野 智稔      １８番 福田 達夫 

１９番 北川 浩一    

 

 

５ 欠席委員    １０番  野原 弘美  １２番 村上 伊千子  １３番 山田 正  

  

 

６ 議事日程 

 

議案第 41 号 令和７年度高岡市農業施策等に関する意見書について 

議案第 42 号 農地の権利移動について［農地法第３条許可申請］ 

議案第 43 号  農地転用について［農地法第４条許可申請］ 

報告第 29 号 市街化区域内の農地転用について［農地法第４条届出］ 

報告第 30 号  市街化区域内の権利移動に伴う農地転用について 

［農地法第５条届出］ 

報告第 31 号 農地の賃貸借の合意解約について［農地法第 18 条通知］ 

 

 

７ 農業委員会事務局職員 

     事務局長   須田 稔彦 

事務局次長  石黒 伸英 

主任     小林 唯 
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議          事 

 

 

議 長    これより、第６回高岡市農業委員会総会を開会いたします。 

総会開会にあたり、委員定数及び出席者数を報告いたします。委員定数は

１８名、現在の出席委員は１５名であります。過半数の委員が出席しており

ますので、総会が適法に成立していることを報告いたします。 

 

次に、高岡市農業委員会総会会議規則第８条の規定により、議事録署名委

員の選任を行います。議事録署名委員に、１４番 川渕委員、１５番 常木

委員を指名します。 

 

議 長    それでは、これより、議案審議に入ります。議案第 41 号を議題とします。 

内容について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局    議案第 41 号 令和７年度高岡市農業施策等に関する意見書についてご説

明します。 

意見書は、農業委員会等に関する法律第 38 条第 1 項の規定に基づいて、

農地等の利用の最適化の推進に関する施策に関し、農業委員会より高岡市に

対し改善についての意見を申し立てるものです。   

今回は令和７年度の高岡市の農業施策に向けて、10 月 28 日（月）に高岡

市長へ直接意見書の提出を行う予定としております。なお、当日は、会長・

会長職務代理が訪問し手交します。 

それでは、各内容について説明してまいります。資料については、意見書

（案）と新旧対照表をお配りしていますのでご覧ください。 

      項目は大きく７項目としております。 

①遊休農地の発生予防、解消対策の強化、②農地中間管理事業の推進、③農

地対策の強化、④担い手・新規農業者への支援強化、⑤農業者の経営安定

対策の充実、⑥鳥獣被害防止対策への支援強化、⑦６次産業化の推進につ

いて提示しております。 

        

       それでは、今回大きく修正、追加した部分について簡潔に説明いたします。 

       まず冒頭文をご覧ください。 

まずは、6 段目以降の「混乱する世界情勢」を「不安定な国際情勢」に修

正。さらに「生産コストの増大に対する生産物への価格転嫁が出来ない状

況」を新たに追加し、組入れ継続して農業経営を行うことができる環境の

整備が必要であることを強調しております。 

 

       次に、項目ごとに説明します。 

 

       ①遊休農地の発生予防、解消対策の強化では、 

 内容は変更しておりません。市内全ての農地に対する取り組みについて
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の支援に表現を変えております。なお、農業委員・推進委員から頂いた遊

休農地対策の具体的なご意見については、担当課に直接伝えております。 

         

        ②農地中間管理事業の推進では 

         内容は変更せず継続案件としております。 

 

        ③農地対策の強化では 

        （１）については引き続き継続案件としております。暗渠排水に整備を

追加しています。 

 （２）において、農地集積化が進む一方で、世代が変わり農地を手放す

所有者が増え、除草・水管理について無関心な世代が増えてきていること

が、継続的な地域農業・農地維持管理の妨げとなっている現状を踏まえた

啓発等の対策、また地域や担い手が行っている保全管理作業についての支

援を国や県に行うよう要望するよう依頼するものです。 

（３）では、以前は、水害対策を強調した意見でしたが、能登半島地震

に加え、先日発生した大雨による能登の被害など自然災害等の被害が近年

甚大であることも踏まえ、被災した農地や農業用施設の早期復旧、災害復

旧事業等に該当しない被害であっても、直ぐに対応できる保険制度等の仕

組みや支援についての検討を要望する内容とし、用排水等の改修について

の予算措置を求める意見としています。 

（４）は、新たに追加した意見としています。 

 近年、猛暑による作物への品質低下が憂慮されています。特に用水の下

流域においては、水量の確保は非常にナイーブな問題です。高温対策によ

る必要水量が確保できず生育に影響を及ぼした場合、地域間の大きなトラ

ブルになることが想像できます。上流域と下流域で争いにならないよう安

定した水の供給対策や仕組みを今から構築すべきものとして提言として

おります。 

 

       ④担い手・新規農業者への支援強化では、 

        （１）新規就農者が早期に利益を確保できるような補助制度等の創設 

 担い手に対しては、使い勝手のよい支援策の創設・拡充を求めるものと

して提言しております。 

 委員さんから頂いたご意見、農業機械のリース支援や、新たな販路へ

の支援を含んだ意見としております。 

（２）は、現在スマート農業が注目され、導入する農家、担い手も増

えてきています。農村地域における通信環境の整備や新たな運用に向け

た施策を求める表現に変えております。 

（３）は、継続案件です、病院や福祉施設、教育機関等へもっと参入に

ついて広報活動、相談窓口の充実を図るよう追加しております。 

 

        ⑤農業者の経営安定対策の充実 では 

                （１）では、継続可能な農業経営のためには、コストを含んだ価格形
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成について国民の理解を得られるような仕組みの構築をするよう強く求

めるものに変更しております。 

         （２）「産地交付金」の充実及び小規模農業者への支援において、 

継続案件ですが、市街化区域や中山間地域等の小規模の農業者に対しても

所得向上が図られ、農業を継続できるような支援策を求めるものでありま

す。 

 

        ⑥鳥獣防止対策への支援強化について では、 

         継続案件ですが、生産・耕作意欲減退につながらないよう鳥獣被害の

あった農地への支援を強く求めた取組の強化施策について図るよう求め

ております。 

 

        ⑦６次産業化の推進 では、 

 引き続き、地域の農業発展のための生産、流通、販売ルートの確保に

加え、一般企業等が農業部門に参入するよう促し、6 次産業化を推進す

るよう求めております。 

 

        以上、当該意見書（案）の承認につきまして、ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

        なお、会長と打ち合わせにより多少表現が変更する場合があります。 

合わせてご了承いただければと思います。また、農業委員会の全体意 

見にする場合は、この場でご提案いただきご審議をお願いします。 

 

議 長    事務局の説明が終わりました。 

この案件について質疑やご異議はありませんか。 

 

（なし） 

 

では、この案件について、原案どおり承認してもよいか、挙手でお諮りし

ます。賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数と認めます。よって、この案件については、原案どおり承認する

ことに決しました。 

 

議 長    次に、議案第 42 号を議題とします。内容について、事務局より説明をお

願いします。 

 

事務局    議案第 42 号農地の権利移動についてご説明いたします。（３条） 

       今回は申請件数で５件、面積にして 4,829 ㎡となっております。申請内容

については、次ページをご覧ください。 
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申請番号２及び３は受人が同一の案件です。受人である株式会社は経営面

積が０になっておりますが、令和６年１月に認定農業者となっている法人で

す。受人の代表取締役が個人で権利設定していた土地を、今回法人で購入す

る案件で問題ないものと考えております。 

 

       以上５件につきましては、地区担当委員の方に通知いたしております。ま

た、許可要件を満たしていると考えるものでありますので、よろしくご審議

をお願いいたします。 

 

議 長    事務局の説明が終わりました。 

この案件について補足説明や質疑ありませんか。 

 

（なし） 

 

では、この案件について、原案どおり承認してもよいか、挙手でお諮りし

ます。賛成の方は挙手をお願いします。 

 

〔 挙手 〕 

 

 賛成多数と認めます。 

 よって、この案件については、原案どおり承認することに決しました。 

 

議 長     次に、議案第 43号を議題とします。（４条） 

内容について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局     議案第 43 号農地転用についてご説明いたします。 

今回は申請件数で３件、面積にして 525 ㎡となっております。申請内容   

については、次ページをご覧ください。 

 

以上１件につきましては、地区担当委員の方と現地調査を行い、やむを

得ないとの意見をいただいております。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

 

議 長     事務局の説明が終わりました。 

この案件について補足説明や質疑ありませんか。 

 

(なし） 

 

では、この案件について、原案どおり県知事に進達することとしては如   

何か、挙手でお諮りします。賛成の方は挙手をお願いします。 
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〔 挙手 〕 

 

賛成多数と認めます。 

よって、この案件については、原案どおり県知事に進達することに決し   

ました。 

 

議 長     次に、報告第 29号から第 31 号について、一括して報告いたします。 

内容について、事務局より説明を行います。 

 

事務局     報告第 29 号は、市街化区域内の農地転用についてであります。 

今回は申請件数で 2件、面積にして 766 ㎡となっております。申請内容

については、次ページをご覧ください。 

 

これらについては、地区担当委員の方に概要を通知し、専決処理をいた

しております。 

 

続きまして報告第 30 号市街化区域内の権利移動を伴う農地転用につい

てであります。 

今回は申請件数で６件、面積にして 2,313 ㎡となっております。申請内

容については、次ページをご覧ください。 

 

これらについては、地区担当委員の方に概要を通知し、専決処理をいた

しております。 

 

続きまして報告第 31 号農地の賃貸借の合意解約についてであります。 

今回は申請件数で 36 件、面積にして 30098.69 ㎡となっております。 

内容については次ページ以降に記載のとおりです。 

 

議 長    事務局の説明が終わりました。 

この案件について質疑ありませんか。 

 

（なし） 

 

ないようですので報告については承認することといたします。 

本日の議案審議は終了いたしました。 

以上をもちまして、第６回高岡市農業委員会総会を閉会いたします。 
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令和６年 10月４日 

 

 

 

     議事録署名 

 

 

議事録署名 


